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本日の主な説明内容

１ 令和３年年度介護報酬改定の主な事項について
・介護老人福祉施設（特養）及び通所介護における主な改定点

・科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）について

・業務継続計画について

２ 介護職員処遇改善実績報告書について
・問い合わせの多い事項について

３ 高齢者施設等支援事業について
・サービス提供体制確保事業について

・高齢者施設等への応援職員コーディネート事業について
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１ 令和３年度介護報酬改定の主な事項について

•介護老人福祉施設（特養）及び通所介護における主な改定点

【共通事項】

〇感染症の対策強化
介護サービス事業者に、感染症及びまん延等に関する取組の

徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の

実施、訓練（シミュレーション）の実施等を義務づけ

（３年間の経過措置期間）
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１ 令和３年度介護報酬改定の主な事項について

【共通事項】

〇業務継続に向けた取組強化
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービ

スが継続的に提供できる体制を構築する観点から、すべての

介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策

定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等を義務

づけ （３年間の経過措置期間）
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１ 令和３年度介護報酬改定の主な事項について

【共通事項】

〇災害への地域と連携した対応の強化
災害への対応は地域との連携が不可欠であることを踏まえ、

非常災害対策が求められる介護サービス事業者（通所系、短

期入所系、特定、施設系）は、小規模多機能型居宅介護等の

例を参考に、訓練実施に当たって地域住民の参加が得られる

よう連携に努めなければならない
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１ 令和３年度介護報酬改定の主な事項について

【共通事項】

〇無資格者の認知症介護基礎研修受講義務づけ
介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、

介護に直接携わる職員が認知症介護基礎研修を受講するため

の措置を義務づけ

（３年間の経過措置期間 新入職員は１年間の猶予）
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○令和３年度千葉県認知症介護基礎及び実践研修のお知らせ

令和３年度の基礎研修は、認知症介護研究・研修仙台センター

のeラーニングで実施します。

詳しくは、下記県庁ホームページをご確認ください。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/jinzai/ninchi-jissenkenshu.html
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１ 令和３年度介護報酬改定の主な事項について

【共通事項】

〇高齢者虐待防止の推進
全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、

虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止す

るための委員会の開催、指針の整備、研修会の実施、担当者

を定めることを義務づけ （３年間の経過措置期間）
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１ 令和３年度介護報酬改定の主な事項について

【共通事項】

〇介護サービスの質の評価と科学的介護の取組

の推進
全事業者にＬＩＦＥへのデータ提供とフィードバックの活用

によるＰＤＣＡサイクルの推進とケアの質の向上を推奨
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１ 令和３年度介護報酬改定の主な事項について

・科学的介護情報システム（LIFE）について

国において、通所・訪問リハビリテーションデータ収集システム
（VISIT）、高齢者の状態やケアの内容等データ収集システム
（CHASE）を令和３年４月１日から、一体的な運用を開始すると
ともに、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、名称を

「科学的介護情報システム（Long-term care Information system 
For Evidence; LIFE ライフ）」として運用開始
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１ 令和３年度介護報酬改定の主な事項について

・科学的介護情報システム（LIFE）について

令和３年度介護報酬改定において、科学的に効果が裏付けられ

た自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス提供の推進

を目的とし、LIFEを用いた厚生労働省へのデータ提出とフィー
ドバックの活用による、PDCAサイクル・ケアの質の向上を図
る取組を推進
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１ 令和３年度介護報酬改定の主な事項について

・科学的介護推進体制加算について

原則として、利用者・入所者（「以下利用者等」という。）

全員を対象として、利用者等ごとに大臣基準の要件を満たした

場合に、当該事業所・施設の利用者等全員に対して算定
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１ 令和３年度介護報酬改定の主な事項について

・科学的介護推進体制加算について

大臣基準の情報の提出については、LIFEを用いて行うことする。
LIFEへの提出情報、提出頻度については、「科学的介護情報シ
ステム（LIFE）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理
手順及び様式例の提示について」を参照
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１ 令和３年度介護報酬改定の主な事項について

・科学的介護推進体制加算について

事業所・施設は、利用者等に提供する施設サービスの質を常に

向上させていくために、計画（Plan）、実行（Do）、評価
（Check）、改善（Action）のサイクル（PDCA）により、質の
高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる

向上に努めることが重要であり、情報を厚生労働省に提出す

るだけでは本加算の対象とはならない。
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１ 令和３年度介護報酬改定の主な事項について

・科学的介護推進体制加算について

都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対

し指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げ

る区分に従い、1月につき次に掲げる所定の単位数を加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい

ては、次に掲げる加算は算定しない。

(1) 科学的介護推進体制加算（Ⅰ） ４０単位

(2) 科学的介護推進体制加算（Ⅱ） ５０単位
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１ 令和３年度介護報酬改定の主な事項について

・科学的介護推進体制加算について

（厚生労働大臣が定める基準 七十一の五）

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び介護福祉施設サービスにおける科学的介護推進体制加算の基準次に掲げる

基準のいずれにも適合すること。

イ 科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状くう況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、

厚生労働省に提出していること。

(2)必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、(1)に規定する情報その他サービスを適切かつ

有効に提供するために必要な情報を活用していること。

ロ 科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)イ(1)に規定する情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報を、厚生労働省に提出していること。

(2)必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、イ(1)に規定する情報、(1)に規定する情報その

他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
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科学的介護情報システム（LIFE）webサイト

https://life.mhlw.go.jp/login
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科学的介護情報システム（LIFE）webサイト
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科学的介護情報システム（LIFE）webサイト
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１ 令和３年度介護報酬改定の主な事項について

・業務継続計画について

〇厚生労働ホームページに研修動画や業務継続計画

ガイドライン等が掲載されています。

介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
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２ 介護職員処遇改善実績報告書について

・問い合わせの多い事項について

（１）別紙様式３－１における「基準額１」「基準額２」が計画から

変更があった場合の記載方法はどうするのか。

（２）別紙様式３－２におけるグループ別内訳の「経験・技能のある

介護職員（A）」「他の介護職員（B）」の記入はどうするのか。
（３）別紙様式３－１において、処遇改善加算のみ入力すると、

２実績報告＜共通＞の特定加算の欄がマイナス（ー）表示と

なってしまうがどうしたらよいか。
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２ 介護職員処遇改善実績報告書について

（１）別紙様式３－１における「基準額１」「基準額２」に計画から

変更があった場合の記載方法はどうするのか。

⇒ 介護最新情報Ｖｏｌ．９９３問１に記載あり。

・通常は、処遇改善計画の変更届を行い基準額１、２を修正。

・職員構成等の変更により変わった場合は、実績報告書提出時に

変更前後の基準額と合理的な変更理由が説明することで可。

・経営状況が変わった場合は、特別事情届出書の届け出で可。
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２ 介護職員処遇改善実績報告書について

（２）別紙様式３－２における処遇改善加算のグループ別内訳の

「経験・技能のある介護職員（A）」「他の介護職員（B）」の
記入はどうするのか。

⇒ 介護最新情報Ｖｏｌ．９９３問２に記載あり。

・原則、各グループに実際に分配された額を記載。

・内訳が詳細に把握できない場合は、（A）（B）間の人数比率等
により推計し記載することも可。

・なお、特定加算を算定していない事業所は、別紙様式

３－２の処遇改善加算のグループ別内訳の欄の記載は不要。
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２ 介護職員処遇改善実績報告書について

（３）別紙様式３－１において、処遇改善加算のみ入力すると、

２実績報告＜共通＞の特定加算の欄がマイナス（ー）表示と

なってしまうがどうしたらよいか。

⇒ 様式の計算式上の問題であり、特定加算の欄がマイナス

（ー）表示されても支障なし。
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３ 高齢者施設等支援事業について

・サービス提供体制確保事業について

新型コロナウイルスの感染等によりサービス提供に必要な職員

が不足した場合でもサービスの継続が求められることから、新型

コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介

護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援することを目的に

補助をします。
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３ 高齢者施設等支援事業について

・サービス提供体制確保事業について

【対象事業所等】

○新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス

事業所等（休業要請を受けた事業所・施設等を含む。）

○新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系

サービス事業所

○感染者が発生した介護サービス事業所等（以下のいずれかに該当）の利用者

の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等

【対象経費】

国及び県要綱で定める限定列挙された経費 ※詳細は今後お知らせします。
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３ 高齢者施設等支援事業について

・高齢者施設等への応援職員コーディネート事業について

高齢者施設等で感染症が発生し、介護職員等が感染あるいは

濃厚接触者となった場合に介護職員等が不足すること等に備え、

応援職員を派遣することができます。

登録職員数 ５７法人８０事業所

施設派遣 ９１名 居宅訪問２３名 両方可９名

合計１２３名
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３ 高齢者施設等支援事業について

・高齢者施設等への応援職員コーディネート事業について

○感染症が発生した施設等への支援
＊感染症が発生した施設を運営する法人からの要請により応援
職員の派遣調整を行います。

＊応援職員の派遣は玉突き支援を原則とします。
＊感染が拡大した場合には、感染症が発生した施設への派遣が
必要となる場合も想定されます。

＊応援職員には、あらかじめ派遣先、派遣期間、業務内容等を
説明の上、派遣を行います。
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３ 高齢者施設等支援事業について
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３ 高齢者施設等支援事業について

・高齢者施設等への応援職員コーディネート事業について

○かかり増し経費の扱い

派遣元施設や派遣元事業所が、応援職員を派遣するために必要と

なる経費（割増賃金・手当、旅費、宿泊費等）や、派遣した応援

職員の穴を埋めるため、新しく雇用した職員に係る経費（職業紹

介料や賃金）及び派遣先施設や派遣先事業所のかかり増し経費は、

本県において別に定める介護サービス事業所等を対象とした補助

制度の対象となります。
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３ 高齢者施設等支援事業について

・高齢者施設等への応援職員コーディネート事業について

【応援職員の派遣要請連絡先】

（福）千葉県社会福祉協議会 福祉サービス事業部

電話番号 ０４３－２４５－２９４０

メールアドレス servicedept@chibakenshakyo.com
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